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☆カナダにおける食肉処理施設の定期査察結果
について
（平成 23年 12 月９日付プレスリリース）

厚生労働省と農林水産省は、カナダにおける牛肉の
日本向け輸出プログラムの遵守状況を確認・検証す
るため、カナダの食肉処理施設の定期査察を実施し
ました。
月齢確認、特定危険部位（SRM※１）除去等の記
録状況等を確認したところ、カナダの日本向け輸出
プログラム遵守に関して問題がないことを確認しま
した。
※１ SRM：Specified Risk Material

１．概要
カナダにおける牛肉の日本向け輸出プログラムの遵
守状況を確認・検証するため、厚生労働省と農林水
産省の担当者を以下のとおりカナダに派遣しまし
た。
期　間：平成 23 年８月 30 日～９月２日
施設数：日本向け食肉処理施設３か所（アルバー
　　　　タ州）
実施者： 厚生労働省、農林水産省の担当者
２．結果概要
（１）対日輸出プログラム及び HACCP プランに
ついて

１）対日輸出プログラム
対日輸出プログラムについて、日本側によ
る前回現地査察※以降の変更の有無及び変
更内容を確認したところ、カナダ政府による
確認、承認のもと施設のプロセスが変更され
る等、適切に対応されていました。
※ 平成 20 年８月、平成 21 年 10 月以降の状況
について確認。新規認定施設については、認
定日以降について確認。以下同じ。
２）HACCPプラン
HACCP（※２）プランについて、日本側
による前回現地査察以降の変更の有無及び変
更内容を確認したところ、変更は軽微なもの
のみであり、また適切に対応されていまし
た。

※ 2 HACCP：Hazard Analysis and Critical 
　　　　　　  Control Point
（２）対日輸出された製品に関する生体受入、月齢
確認、特定危険部位 (SRM) 除去、部分肉処理
及び出荷等の記録
対日輸出認定施設について、前回現地査察以
降に日本向けに出荷された製品の対日輸出プロ
グラムへの適合状況について、生体受入、月齢
確認、特定危険部位 (SRM) 除去、部分肉処理
及び出荷等の記録を確認したところ、（４）に
記載する事項を除き、指摘すべき事項は特段確
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認されませんでした。
（３）対日輸出製品に関する現場作業（生体受入、
月齢確認、と畜解体、部分肉処理、製品の保管・
出荷等）
現場の作業状況については、施設内へ立ち入
り、対日輸出処理の状況の確認、デモンスト
レーション及びインタビューにより以下の事項
について調査したところ、指摘すべき事項は特
段確認されませんでした。
１）生体受入
ａ．生体の受入時には、肥育農場（フィード
ロット）名、品種、性別等の関係情報を確
認していること。
ｂ．カナダ食品検査庁 (CFIA ※３) の検査官
により、生体検査が適切に実施されている
こと。

※３ CFIA：Canadian Food Inspection Agency
２）牛の月齢確認
カナダ牛個体識別システム機関 (CCIA ※
４) のデータベースから取り出した生年月日
に基づき、牛の月齢がと殺時点で 20 ヶ月齢
以下であると確認されていること。

※４ CCIA：Canadian Cattle Identification 
　　　　　　Agency
３）と畜解体
ａ．せき髄などの SRM除去、枝肉の高温・
高圧洗浄などの適切な処理が行われている
こと。
ｂ．日本向けの枝肉については、分別保管す
ることにより、他の枝肉と区分されている
こと。

４）部分肉処理
ａ．日本向け牛肉について、せき柱が適切に
除去されていること。
ｂ．日本向け部分肉処理について、作業開始
時から行うことや、日本向け作業終了後、
他の地域向けの作業開始までの間に時間的
間隔を設けること（グレードチェンジ）に
より、日本向け以外の牛肉の混入が防止さ
れていること。

５）製品の保管・出荷
ａ．日本向け牛肉・内臓の箱詰後は、各企業
が定めた製品管理番号により管理されてい
ること。
ｂ．冷蔵庫内において、日本向け以外の牛肉・
内臓と適切に区分されていること。

ｃ．出荷時に、日本向け牛肉・内臓に貼付さ
れているラベルのスキャン等を行い、日本
向け以外の牛肉・内臓の混入がないか確認
していること。
ｄ．対日輸出適格のものについての証明書が
作成され、必要な検査等を受けて適切に証
明書が発給されていること。

（４）指摘事項
対日輸出条件の遵守について、指摘事項はあり
ませんでした。
（注）施設操業マニュアルにおいて、部分肉加工を
取り扱う新規（2010 年）認定１施設（日本へ
の輸出実績無し）の納入元施設として、家畜衛
生の観点から、カナダ政府が日本向けには認め
ていないウルグアイ産牛肉を取り扱う施設が記
載されていました。カナダ政府に確認したとこ
ろ、当該納入元施設は、少なくとも 2004 年３
月以降、一度もウルグアイ産牛肉を取り扱って
いないことが確認されました。また、カナダ政
府は、当該施設に対し、今後、納入元施設を変
更する場合には十分に確認するよう指導しまし
た。

☆家きん飼養農場における飼養衛生管理基準の
遵守状況調査の結果について
（平成 23年 12 月９日付プレスリリース）

農林水産省は、高病原性鳥インフルエンザ等の発生
予防の観点から、100 羽以上の家きんを飼養する農
場等に対して、都道府県が立入調査を行った飼養衛
生管理基準の遵守状況調査の結果をとりまとめまし
た。
家きん飼養農場の 71.2% で適切な飼養衛生管理が行
われていることを確認し、残りの農場については、
都道府県が改善指導を実施中です。

１．経緯
高病原性鳥インフルエンザの発生予防の観点から、
平成 19 年度以降、全国において、各都道府県の家
畜保健衛生所が家きん飼養農場に立入調査を行い、
飼養衛生管理基準の遵守状況の調査を実施していま
す。
今年度においては、４月の家畜伝染病予防法の一部
改正に伴い、飼養衛生管理基準が改正され、新しい
基準に基づき、立入調査が実施されました。
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２．調査の概要
（１）対象農場：家きんを 100 羽以上（だちょうに
あっては 10 羽以上）を飼養する農場

（２）調査内容：改正後の飼養衛生管理基準に基づ
き、以下の内容が適切に実施されているかを確
認

（ア）人・車両等による病原体の侵入防止
（イ）野鳥・野生動物からの病原体の侵入防止
（ウ）飲用水・飼料の汚染による侵入防止
（エ）家きん舎内外の整理・整頓・清掃
（オ）家きんの健康管理及び取扱い
（カ）家きん糞の処理
（キ）従業員の知識の習得等

３．調査結果
（１）調査農場数及び調査終了数に
ついて
・11 月 11 日現在、対象となる
9,297 農場のうち、9,109 農場
（98.0%）についての調査が
終了しており、残りの 188 農
場（2.0%）については、現在
調査中（調査が終了していな
い農場については、12 月上
旬までに終了する見込みで
す）。

（２）適切な飼養衛生管理が行われ
ている農場について
対象農場のうち、調査時点で既
に適切な飼養衛生管理が行われて
いた農場は 5,507 農場（59.2%）あ
り、調査時点で不備が認められま
したが、家畜防疫員の指導後に改
善が確認された農場が 1,113 農場
（12.0%）ありました。これらを
合計すると、適切な飼養衛生管理
が行われている農場は 6,620 農場
（71.2%）です。
（３）飼養衛生管理に不備がある農
場について
・対象農場のうち、防鳥ネット・
金網、家きん舎内の消毒、入
場車両・物品の消毒等の飼養
衛生管理に不備がある農場が
2,489 農場（26.8%）ありまし
た。

・これらの農場については、都道府県の家畜保
健衛生所が指導を行い、施設や飼養衛生管理
の改善を図っているところです。

（４）その他
・今回の調査結果は、飼養衛生管理基準が改正
されたため、昨年までの数値とは連続しない
ものです。
※ 昨年度の調査における不備がある農場：
1,165 農場（12.4%）

・不備が確認された農場については、家畜保健
衛生所による指導を継続して改善を図ること
により、引き続き、高病原性鳥インフルエン
ザの発生予防に努めます。

なお、調査結果についての詳細は別添のとおりで
す。

家きん飼養農場における飼養衛生管理基準の遵守状況調査（平成23年１1月11日時点）

回答都道府県数：　47/47

農場数 　うち指導を行った農場

改善済 改善指導中

＞1000 3,204 1,890 1,285 375 910 29

59.0% 40.1% 11.7% 28.4% 0.9%

100－1000 1,479 724 736 231 505 19

49.0% 49.8% 15.6% 34.1% 1.3%

＞1000 3,494 2,128 1,235 390 845 131

60.9% 35.3% 11.2% 24.2% 3.7%

100－1000 203 132 68 26 42 3

65.0% 33.5% 12.8% 20.7% 1.5%

＞1000 151 126 23 5 18 2

83.4% 15.2% 3.3% 11.9% 1.3%

100－1000 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

＞1000 473 331 141 40 101 1

70.0% 29.8% 8.5% 21.4% 0.2%

100－1000 5 3 2 2 0 0

60.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0%

＞1000 46 37 8 3 5 1

80.4% 17.4% 6.5% 10.9% 2.2%

100－1000 20 9 11 6 5 0

45.0% 55.0% 30.0% 25.0% 0.0%

＞1000 49 45 4 1 3 0

91.8% 8.2% 2.0% 6.1% 0.0%

100－1000 3 3 0 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

＞1000 31 16 15 6 9 0

51.6% 48.4% 19.4% 29.0% 0.0%

100－1000 55 25 30 10 20 0

45.5% 54.5% 18.2% 36.4% 0.0%

＞10 70 25 43 18 25 2

35.7% 61.4% 25.7% 35.7% 2.9%

＞1000 2 2 0 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100－1000 4 4 0 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

＞1000 1 0 1 0 1 0

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

100－1000 7 7 0 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

合計 9,297 5,507 3,602 1,113 2,489 188

（％） 100% 59.2% 38.7% 12.0% 26.8% 2.0%

鶏（卵用種鶏）

鶏（肉用種鶏）

家きんの種類 飼養羽数 うち適切な飼養管
理が行われてい
た農場

うち確認が終了
していない農場

肉用鶏

採卵鶏

ほろほろ鳥

七面鳥

あひる

うずら

きじ

だちょう
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☆我が国で発生した馬伝染性貧血の対応と病性
鑑定について

村上賢二 1)、小西美佐子 1)、亀山健一郎 1)、
芝原友幸 2)、川嶌健司 2)

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構　
動物衛生研究所
1) ウイルス・疫学研究領域、2) 病態研究領域

本年３月、我が国で 18 年ぶりに馬伝染性貧血の
発生が報告されました。本記事では、当該事例の病
性鑑定結果とともに、併せて本事例の疫学調査から
派生した関係馬群の対応等について御紹介します。

Ⅰ　発生の経緯
平成 23 年３月、宮崎県が実施した定期検査にお
いて、JRA 宮崎育成牧場で飼養する馬 1 頭が、血
清学的検査（寒天ゲル内沈降試験、以下「AGID」）
により陽性疑いと判定された。当該検体について詳
細な検査を実施するため、宮崎県から独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所
（以下「動衛研」）に検体を送付し病性鑑定を依頼
したところ、改めてAGID で陽性と確認されたこ
とから、３月 16 日、宮崎県は当該馬を馬伝染性貧
血の患畜と決定した。

Ⅱ　動衛研による病性鑑定
１　患畜の概要
患畜は2008年５月５日生まれで、毛色（栗色）
が在来種である御崎馬の基準を満たさないため御
崎馬から除外された後、宮崎県内の研究機関を経
て JRA宮崎育成牧場へ導入された。
２　鑑定材料
当該馬から３月 11 日に採取した血清および
EDTA血液と、病理解剖された患畜のホルマリ
ン臓器（脾臓，肝臓，腎臓，骨髄）を検査材料と
した。
３　検査方法
馬伝染性貧血ウイルス（以下「EIAV」）感染
抗体検査、EIAV遺伝子検査および病理組織学的
検査を実施した。
（１）抗体検査
EIAV 持続感染細胞培養液より作製した
AGID 用抗原（OIE マニュアルに準拠）および
市販の診断用キットを用いて、AGID により血
清中の抗体検出を行った。

（２）遺伝子検査
EDTA血液に 0.83% 塩化アンモニウム溶液
を加え赤血球を溶解し、PBS で洗浄した白血
球から抽出したDNAを用いて、OIE マニュア
ルに掲載されている EIAVgag 領域を標的とし
た PCR検査を行った。
（３）病理組織学的検査
HE染色およびベルリン青染色（鉄染色）を
実施した。

４　検査結果
（１）市販キットおよび動衛研にて作製した抗原
を用いたAGID において、明瞭な沈降線を形
成した（図１）。

（２）1st PCR では遺伝子は増幅されなかった
が、ネステッド PCR により特異的な遺伝子断
片が増幅され、増幅された PCR 産物のシーク
エンス解析を行い、系統樹を作成した（図２）。

（３）病理組織学的検査
１）脾臓では多量のヘモジデリン沈着がみら
れ、ヘモジデリンを貪食したマクロファージ
も多数認められた（図３）。

市販キット（日生研） 動衛研抗原と陽性指示血清

PS

PS

PBS

PBS PS

S

Ag PS

PS

PBS

PBS PS

S

Ag

図1 寒天ゲル内沈降試験（AGID)
S: 被検血清、PS：陽性指示血清、Ag：抗原、PBS：陰性対象

AGID用ゲル： 日本バイオテスト馬伝染性貧血用 （試験2日目）

図３ 病理組織学的検査
A:脾臓組織中に出血とともに鉄色素を貪食した単球（胆鉄細胞）が認められる（矢
印）（脾臓、HE染色、x600）。B:脾臓組織中の鉄色素は青色を呈している（脾臓、ベル
リン青染色（鉄染色）、x200）

A B

図２ 馬伝染性貧血ウイルス（EIAV）gag遺伝子領域を用いた系統樹解析
黒太字は標準株。斜体文字は日本分離株。Jpn V70、V26はWyoming株の派生株とされる。

分離株
Arg アルゼンチン
Can カナダ
CHN 中国
Ita イタリア
Jpn 日本
US アメリカ
UK 英国

0.1

UK

US Wyoming

Jpn V70

US WSU5

Jpn V26

Arg1

US Idaho

Can9

CHN Liaoning

Can2

Ita-6

Goshun

Tokyo

Miyazaki2011

Fukuoka2011
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２）肝臓のグリソン鞘においてもヘモジデリン
貪食マクロファージがみられたものの、その
数は少なかった。
３）腎臓、骨髄ではヘモジデリンの沈着は認め
られなかった。

５　考察
AGID で明瞭な沈降線を形成し、PCR による
遺伝子検査で特異遺伝子を検出したこと、脾臓に
おいて馬伝染性貧血に特徴的なヘモジデリン沈着
および貪食細胞（胆鉄細胞）の多数出現が認めら
れたことから、当該馬は EIAV に感染している
ものと考えられた。また、遺伝子解析の結果、我
が国で1940年代（豪俊株）、1960年代（東京株）
に分離されたウイルスに類縁であったことから、
それらのウイルスに遺伝学的に近い株が御崎馬に
保存されていたものと考えられた。

Ⅲ　発生後の対応
１　JRA宮崎育成牧場における対応
馬伝染性貧血の患畜摘発を受けて、施設内の消
毒・害虫駆除作業を行うとともに、患畜が施設に
在厩していた期間中（2010 年３月 26 日～ 2011
年３月 11 日）に施設に在厩していた馬および施
設を一時利用した競走馬についても追跡調査を行
い、３月 28 日までに全頭のAGID 陰性を確認し
た。
２　福岡県における抗体陽性馬の摘発
観光牧場である油山牧場で飼養されていた馬４
頭のうち、平成 21 年２月に宮崎県から導入した
馬 1頭が御崎馬由来の活用馬（毛色など御崎馬の
基準を満たさず、御崎馬群から外に出された馬）
であったことから、４月６日にAGID を行い当
該馬１頭の陽性を確認し、４月 11 日に殺処分を
行った。病理組織学的には、宮崎県の検体と同
様、脾臓において馬伝染性貧血に特徴的なヘモジ
デリン沈着および貪食細胞（胆鉄細胞）の多数出
現が認められ、遺伝子解析の結果、宮崎県の検体
に近いものであった（図２）。
なお、当該馬の飼養期間において、同居馬３頭
以外との接触はなかった。
３　その他の御崎馬由来活用馬の検査結果
4県で飼養されていたその他の活用馬 15 頭の
うち、飼養が確認できた 13 頭のAGID を行い５
月 19 日までに全頭の陰性を確認した。また、飼
養が確認できない等、検査が実施できなかった 2
頭については、遡って確認できる時点の検査結果

としてAGID陰性を確認した。
４　御崎馬群の検査対応
平成 23 年５月に野生の御崎馬 96 頭の採血を行
いAGID を実施し、12 頭の陽性を確認した。当
該陽性馬 12 頭については、７月 22 日に全頭をと
う汰した。
５　ウイルスの遺伝学的性状
２および４で確認された感染馬について、遺伝
子学的検査を実施したところ JRA宮崎牧場で確
認された感染馬から検出されたウイルス遺伝子に
極めて近縁であった。

Ⅳ　感染実験
とう汰した御崎馬１頭より血液 (100 mL) を採取
し、赤血球溶血後末梢血白血球を EIAV 非感染馬
に接種し経過観察を行ったところ、接種後 13 日目
に約 40 度の発熱がみられ、２日間続いた後、回復
した（図４）。また、発熱極期（接種 13 日）に採
材した血液からは EIAV 遺伝子は検出されなかっ
たが、接種 14 日以降は遺伝子が検出された。感染
抗体は接種 27 日より検出された（図５）。これら
のことより、被検御崎馬には健康馬に感染可能なウ
イルスが存在していたことが示された。

Ⅴ　おわりに
今回の検出された EIAV は、我が国で過去に分
離されたウイルスと類縁であり、1940 年から 1960
年代のウイルスが御崎馬群で保存されていた可能性
が示唆された。５月に実施された当該馬群の検査で

図４ 御崎馬末梢血白血球を接種した実験感染馬の体温の推移
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確認された 12 頭の感染馬は、全てとう汰されたと
ころであるが、本病から天然記念物である御崎馬群
および国内の飼養馬を守るためには、感染のみられ
た御崎馬群について定期的な検査を行い、感染馬が
摘発された場合にはとう汰するということを確実に
実施することが重要である。また、家畜伝染病予防
法に基づく検査の対象とならない野生馬について
は、伝染病の清浄化が不明であることから、当該馬
群からの導入は極力避けるとともに、やむを得ず導
入する場合には、導入前の検査の実施や一定期間の
隔離を徹底する必要がある。
本稿をまとめるにあたり、宮崎県の関係各位なら
びに JRA・美浦トレーニングセンター競走馬診療
所および競走馬総合研究所栃木支所の関係各位に深
謝する。
（動物衛生研究所ウイルス・疫学研究領域、病態研
究領域）

☆家畜衛生レポート（岐阜県より）
岐阜県岐阜家畜保健衛生所

１．管内の概況
当所管轄区域は、６市３町（岐阜市、羽島市、各
務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、
北方町）で、その面積は 994.1 ㎡で南北に長く岐阜
市を中心とした都市近郊、及び北部の中山間地域に
分かれ総農家戸数は 18,468 戸で、そのうち畜産農
家戸数は 217 戸です。
畜産部門産出額は、8,773 百万円で農業産出額
27,544 百万円の内 31.9％、県下畜産部門産出額
43,698 百万円の内 20.1％を占めています。
近年管内の畜産概況は、都市化の進展等により戸
数・頭羽数共に減少傾向にあり、家畜の飼養頭羽数
は、乳用牛は 1,235 頭で羽島市、山県市、岐阜市の
順となっており、肉用牛は 2,474 頭で岐阜市、本巣
市、羽島市の順で、肥育牛が主体となっています。
養豚は 19,436 頭で、山県市、岐阜市、本巣市が中
心であり一貫経営が主体となっています。養鶏は
797,418 羽で山県市、本巣市、岐阜市、羽島市の順
で採卵鶏が主体となっています。蜜蜂は 2,137 群で
岐阜市、各務原市、本巣市が主体となっており県下
の約 38.4％が飼養されています。また、馬は笠松町
を中心に、笠松競馬関係の競走馬等 775 頭が繋養さ
れています。

２．組織体制
現在の庁舎は昭和44年３月に建設されたもので、
老朽化が著しく漏水など年々修繕に追われるような
状況になっています。近い将来を見据えて家畜保健
衛生所の体制について構想を固めるとともに整備に
向けて各方面への働きかけを行っています。　
職員は、所長以下獣医師 14 名、事務職員１名、
日々雇用職員２名の 17 名であり、その構成は、所
長、保健衛生課長、管理調整担当、防疫担当、保健
衛生担当、そして病性鑑定担当となっています。

３．業務内容
当所の業務で特徴的なものをご紹介します。
まず第一に鵜の検診を行っていることです。岐阜
県内には岐阜市と関市の長良川で鵜飼が行われて
います。管内の長良川河畔には鵜飼に用いる鵜が
約 140 羽、それぞれの鵜匠宅で大切に飼育されてお
り、鵜飼のシーズン前とシーズン終了後（５月、10
月）、および新鵜の導入時（12月～１月）の年３回、
定期健康診断を実施することにより鵜の健康保持と
ともに、県都岐阜市の中心的な観光をバックアップ
しています。
平成 24 年度はぎふ清流国体が岐阜県で開催され
ます。岐阜へおいでの際は是非長良川の鵜飼にお立
ち寄りください。
第二に、岐阜は近代養蜂の発祥の地でもありま
す。岐阜市内の養蜂業者から全国各地に蜜蜂が供給
されています。これに伴い、通年、腐蛆病検査を
行っています。
余談になりますが、岐阜市内の長良川河畔には
「蜜蜂の碑」がひっそりとたたずんでいます。昭和
20 年代後半から 30 年代にかけて腐蛆病流行のため
多くの巣箱が長良川河畔で焼却処分されました。こ
れらの蜂たちを供養するとともに、近代養蜂発祥の
地と蜜蜂たちの勤勉さを讃えて、岐阜県養蜂組合連
合会が中心となり昭和 35 年 11 月 23 日に建立した
ものです。以来 50 年以上にわたり毎年 11 月 23 日
に養蜂業者、関係者らが多数参列し蜂供養が執り行
われています。碑は高さ２ｍ以上の立派なもので正
面上部には蜜蜂のレリーフが施されています。鵜飼
へおいでの際はこちらにもお寄りください。
第三には「命の授業」への参加です。これは岐阜
県獣医師会と連携して小中学校で畜産物ができるま
でを授業形式で紹介しながら、子供たちに命の大切
さを教えています。また、獣医師会が行う学校飼育
動物の指導にも協力し、一緒に幼稚園や小学校を巡
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回しています。
最後になりましたが、来年度はぎふ清流国体が岐
阜県で開催され馬術競技が管内で行われます。家畜
保健衛生所は馬事衛生担当ということで、現在、先
催県である山口県の家畜保健衛生所をはじめとする
関係者の方々の指導を受けながら本番に向けて準備
を進めています。皆様のお越しをお待ちしていま
す。

☆家畜衛生レポート（静岡県より）
静岡県東部家畜保健衛生所

１　静岡県の畜産概要
本県の畜産は、優れた生産技術と自然条件や交通
立地条件等を活かし、県民に新鮮で安全な畜産物を
安定的に供給しています。平成 21 年の本県農業産
出額2,086億円に占める畜産の産出額は375億円で、
その割合は 18.0％と本県農業の基幹部門を構成して
います。
畜種別に県内の飼育分布を見ると、酪農は富士山
西麓を中心に県東部地域、肉牛と採卵鶏は富士山西
麓及び県西部地域、養豚は浜名湖を中心とする県西
部地域で飼育されています。
本県は、肥料、飼料の国際価格の高騰、消費者の
「食の安全・安心」への関心の高まり、TPP（環太
平洋パートナーシップ協定）や EPA（経済連携協
定）への参加・締結に向けた国際化進展の動きのな
か、「静岡県経済産業ビジョン（農業・農村編）」
の目標達成のため、①畜産物のブランド化と地産地
消・６次産業化の推進。②ビジネス経営体（企業的
経営体）を核とした生産支援。③家畜防疫の推進と
畜産物の安全・安心の確保。④自給飼料基盤に立脚
した畜産経営の育成。⑤家畜改良増殖の推進。⑥家
畜排せつ物の適正な管理・利用の促進を重点施策と

し、事業の推進を図っています。

（東部家畜保健衛生所）

２　本県の家畜保健衛生推進体制
本県の家畜保健衛生所は、３家畜保健衛生所・２
分室体制となっています。東部・西部家畜保健衛生
所は家畜衛生課本所と分室、中部家畜保健衛生所は
家畜衛生課と家畜検査課（病性鑑定担当）の２課構
成となっています。
なお、老朽化した東部 ･西部家畜保健衛生所につ
いては、バイオセキュリティの向上確保を目的に、
平成 23 年 12 月から新庁舎建築に着工し、平成 25
年３月までに竣工する計画です。

３　当所の概要
東部家畜保健衛生所は、１本所・１分室体制と
なっており、伊豆半島付根に位置する函南町に本
所、富士山南部に位置する富士市に富士分室があり
ます。管轄地域は富士川以東の 11 市９町と市町数
が多くなっており、広範囲な地域を管轄していま
す。
管内の家畜飼養状況は、乳用牛が 11,500 頭で県
内の 72％を占め、肉用牛が 10,200 頭で 40％を占め
ており、牛の飼育生産に特化した地域といえます。
職員数は、所長以下 16 名で、本所 10 名、分室６
名の体制となっています。

４　当所の業務概要
（１）家畜伝染病予防及びまん延防止
家畜伝染病の発生予防及びまん延防止のため、
家畜衛生に関する技術支援を行うとともに農家巡
回を実施し、「飼養衛生管理基準の遵守」や「異
状時の早期通報」などの指導を行っています。
特に「特定家畜伝染病（口蹄疫、高病原性鳥イ
ンフルエンザ等）」について、本県は危機事案と
位置付け、全庁的に防疫対策をとることとし、防
疫演習等を通じて、危機管理体制の構築を図って
います。
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（口蹄疫防疫演習）
（２）死亡牛の牛海綿状脳症検査
牛海綿状脳症特別措置法に基づく死亡牛検査
は、県内東中部地域を対象に、富士宮市にある病
性鑑定施設へ死亡牛が運ばれ、検体の採材を行っ
ています。検体は中部家畜保健衛生所家畜検査課
に持ち込み、陰性確認後、県外の化製場で処理さ
れています。
（３）天城哺乳場・放牧場における衛生検査
県内酪農家で生産された乳用子牛は、県内唯一
の公共放牧場である天城哺乳場・放牧場に育成委
託されています。当所ではピロプラズマ病等の
衛生検査や受胎確認等の繁殖検査を実施していま
す。収容頭数は哺乳場 200 頭、放牧場 210 頭で、
夏季（５～10月）に60haの草地で放牧が行われ、
静岡県酪農を担う足腰の強い乳牛が育成されてい
ます。
（４）畜産物の安全・安心確保対策
安全な畜産物の生産体制を確保するとともに、
人獣共通感染症の発生を防止するため、薬剤耐性
動態調査、抗生物質残留調査を実施し、抗生物質

の適正使用についての指導を実施しています。
本年７月、放射性セシウム汚染稲わら流通調
査を実施し、管内肉牛農家で暫定許容値を超え
る県外産稲わらが給与されていたため、出荷自
粛を要請しました。その後の牛肉検査で暫定規
制値を下回っていることが確認され、出荷牛の
放射線量の測定検査を条件に出荷自粛を解除し
ました。現在のところ、出荷牛は全て暫定規制
値未満であり、安全な牛肉が供給されています。
このように最近の多様化する社会情勢や厳し
い畜産情勢のなか、家畜保健衛生所に求められ
る業務も多岐にわたり高度化しています。家畜
衛生業務はもとより、安全・安心な畜産物を提
供するための対策や指導、さらに畜産物に対す
る県民の理解を深めるための情報発信など、職
員が一丸となって生産者を支援していきたいと
考えています。
最後になりましたが、本県の東西家保がこの
度ようやく整備されます。この間、視察等でご
協力いただきました全国の家畜保健衛生所の皆
様方に、お礼申し上げるとともにご報告させて
いただきます。ありがとうございました。

（天城哺乳場・放牧場）

平成 23 年も、２週間を残すのみと
なりました。畜水産安全管理課の主な

出来事で、この１年間を振り返りたいと思います。
当課では、安全な畜水産物の安定供給のため、科
学に基づき、飼料の規格基準の設定を進めていま
す。本年は、ペットフード中のかび毒、重金属、有
機塩素系化合物等の成分規格を追加設定しました。
海外で開発された動物用医薬品の承認を円滑に進
め、生産者がより安全で有効な動物用医薬品を早く
利用できるよう、日米欧の３極で承認審査資料の国
際調和に取り組んでいます。近々、本年度の成果で
ある残留試験法ガイドラインが公表される予定で
す。また、11月に東京で開催された国際会議では、
日米欧以外の地域へのガイドラインの普及に取り組
むことを決定しました。
今年は腸管出血性大腸菌による食中毒死亡事件が
大きな社会問題となり、厚生労働省は生食用牛肉の
規格基準を定めました。農林水産省では、生産段階
における衛生管理の徹底により、各種の食中毒の発
生を防止するため、牛肉及び鶏肉の生産衛生管理ハ
ンドブックを公表しました。

東日本大震災に伴う原子力発電所事故により、
放射性物質による食品の汚染防止が大きな課題と
なりました。食品の規制値を超えない畜産物を生
産するための目安として飼料中の暫定許容値を設
定するとともに、影響を受けた地域では放牧の制
限等の適切な飼養管理をお願いしています。ホッ
トスポットの存在など、放射性物質をめぐっては、
引き続き厳しい状況にあります。来年も、安全な
畜産物の安定供給に向けた対策を、皆さんと一緒
に実行してきたいと存じます。ご協力をよろしく
お願いします。
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